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（午前１０時００分 開議） 

議長（城之内一男君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第１５号、平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第４号）から、

日程第４、議案第１８号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

まで、以上、４案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第１５号から第１８号までの提案

理由を申し上げます。 

 初めに、議案第１５号、平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第４号）につい

て申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７２万１，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億２，３７６万３，０００円とするも

のでございます。この他、第２条、繰越明許費で翌年度に繰り越して使用すること

が出来る経費について規定をしております。 

 主な補正内容でございますけれども、民生費関係では、保育事業委託料を増額補

正いたしました。 

 次に、農業費関係では、農業補助金について県の補助金を受けて新規で計上いた

しました。 

 次に、積立金として、寄附を受けまして、奨学金積立金への積立を行います。 

 なお、歳入につきましては、歳出に伴う国・県補助金及び寄附金を補正し、歳入

が歳出に不足する分につきましては、繰越金を補正しております。 
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 続きまして、議案第１６号、平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２００万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億３，２９４万８，０００円とするものでご

ざいます。 

 この補正につきましては、不足が見込まれる療養給付費の増額をするものでござ

います。 

 続きまして、議案第１７号、平成３０年度東庄町食肉センター特別会計補正予算

について申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、繰越明許の設定について補正する

ものでございます。 

 事業につきましては、東庄町食肉センターフェンス設置工事について、目隠しフ

ェンスの納品に不測の期間を要したため、東庄町食肉センターフェンス設置事業と

して８０８万９，０００円を平成３１年度に繰り越しするものでございます。 

 続きまして、議案第１８号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第

３号）について申し上げます。 

 今回の補正では、歳入歳出内の款・項の区分及び金額を変更するもので、既定の

歳入歳出予算の総額には変更はございません。 

 議案第１５号から１８号までの提案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては、各担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、

可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第１５号、平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第４号）につ

いて、内容の説明を申し上げます。 

 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の３５ページをお願いいたしま

す。 

 ３款・民生費、２項２目・児童福祉費、児童措置費の１３節・保育事業委託料２

０１万４，０００円。国が示す公定価格の改正による増額補正となります。 
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 次に、４款・衛生費、１項７目・保健衛生費、保健福祉総合センター管理費の１

１節・修繕料１９万５，０００円。保健センターの消防設備点検において不良箇所

が指摘されたことにより、修繕を行うものとなります。 

 同じく、１５節・施設維持管理工事費３０万３，０００円。保健センター入り口

付近の樹木の伐採となります。 

 次に、５款・農林水産業費、１項３目・農業費、農業振興費の１９節・農産産地

支援事業補助金３７３万４，０００円。農業機械の購入の補助金となり、全額県補

助金となります。 

 次に、９款・教育費、４項１目・幼稚園費の７節・臨時職員賃金マイナス２４０

万円、幼稚園の臨時職員の減により減額補正するものとなります。 

 同じく１５節の合計４５万円、正門の表札の取りかえ、照明の取りつけ及び門扉

の修繕となります。 

 １８節・幼稚園管理用備品２２万５，０００円、こども園開設にかかる備品の購

入となります。 

 ５項１目・社会教育費、社会教育総務費の１８節、ＤＶＤ視聴ライブラリー２０

万円、ライオンズクラブ様のご寄附を財源に行う事業で、ＤＶＤ視聴用のライブラ

リーの整備となります。 

 次に、１２款・諸支出金、１項１目・諸支出金、基金費の２５節、奨学基金積立

金２００万円、東洋合成様よりご寄附をいただいたものを財源として、奨学基金に

積み立てるものとなっております。 

 次に、歳入について申し上げます。議案書の３４ページをお願いいたします。 

 １４款・国庫支出金、１項１目２節・国庫負担金、民生費国庫負担金、児童福祉

費負担金の子どものための教育・保育給付費国庫負担金３４万５，０００円。歳出

補正で申し上げました民生費保育事業委託料の補助金となります。 

 次に、１５款・県支出金、１項２目２節、県負担金、民生費県負担金、児童福祉

費負担金の子どものための教育・保育給付費県負担金１６万２，０００円。国庫負

担金と同様に民生費保育事業委託料の補助金となります。 

 ２項４目２節・県補助金、農林水産業費県補助金、農業振興費補助金の農産産地

支援事業補助金３７３万４，０００円。歳出で申し上げました農林水産業費の同名

の事業の補助金で、財源は全額県補助金となります。 
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 次に、１７款・寄附金、１項２目１節、寄附金、指定寄附金（教育）２００万円。

歳出で申し上げました東洋合成様からの指定寄附となります。 

 同じく社会教育２０万円。ライオンズクラブ様から青少年育成事業に資するため

との指定寄附をいただいております。 

 最後に、歳入が歳出に不足する２８万円について、１９款・繰越金で前年度繰越

金を補正するものでございます。 

 続いて、第２条の繰越明許費ですが、地方自治法第２１３条第１項の規定に基づ

き、翌年度に繰り越して使用することを出来る経費を定めるものでございます。 

 ３２ページの第２表をお願いいたします。 

 初めに、７款・土木費、２項・道路橋梁費の道路改良工事でございますが、電柱

移転の遅延や用地交渉の難航などにより、町道２０４２号線、笹川い地先、町道１

０４５号線、笹川い地先、町道０１０１号線、青馬地先、町道２０１号線、笹川い

地先の４路線の工事費２，６８３万円の繰り越しとなっております。 

 次に、９款・教育費、２項・小学校費の教育施設整備事業１，１８８万円。笹川

小学校校舎増築追加工事としまして、校舎に付随するロッカー設置工事となります

が、資材の調達等が困難となり、時間を要しますので、繰り越しするものでござい

ます。 

 繰越明許費の最後は、９款・教育費、３項・中学校費の教育施設整備事業２億１，

１３９万８，０００円ですが、中学校駐輪場等整備工事、その１、その２、空調設

置工事の３工事について、オリンピック需要による資材や作業員などの調達が困難

となったため繰り越すものであります。 

 また、工事の繰り越しに伴い、駐輪場整備工事監理業務委託及び関連する特別教

室等補修設計業務委託を繰り越しするものでございます。 

 以上で一般会計補正予算（第４号）の説明を終わらせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 町民課長、伊藤雅晃君。 

町民課長（伊藤雅晃君） 

 それでは、議案第１６号、平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）につきまして、内容の説明を申し上げます。 
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 議案書の４１ページをご覧ください。 

 初めに、歳出でございます。 

 ２款１項１目・一般被保険者療養給付費は、被保険者が減少しているものの医療

費においては前年度を上回る額の支出となっており、予算の不足が見込まれるため、

６，１２０万円の増額を補正するものでございます。 

 ２款１項２目・退職被保険者等療養給付費は、高額の医療費のかかる被保険者が

増えたことにより、予算の不足が見込まれるため、８０万円の増額を補正するもの

でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ４０ページをご覧ください。 

 歳入が歳出に不足する６，２００万円を７款１項１目・繰越金の前年度繰越金で

補正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第１７号、平成３０年度、東庄町食肉センター特別会計補正予算

についての内容の説明を申し上げます。 

 議案書の４３ページをお願いいたします。 

 補正予算の内容につきましては、町長の提案理由にありましたとおり、東庄町食

肉センターフェンス設置工事を平成３１年度に繰り越しするものでございます。現

在、食肉センターのブロック塀に控え壁がないなどの建築基準法を満たしていない

ことに対応するため、フェンス設置工事を行っているところでございます。 

 当初は、平成３０年度中の完成を予定しておりましたが、設置する予定の目隠し

フェンスの納品に不測の期間を要したため、東庄町食肉センターフェンス設置事業

について、８０８万９，０００円を平成３１年度へ繰り越しするものでございます。 

 なお、現在は受注生産の目隠しフェンスの発注は済んでおり、納品を待つと同時

に既存のブロック塀の一部撤去等の作業を進めているところでございます。 

 以上で説明を終わります。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 
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 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、議案第１８号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第３

号）について、内容をご説明申し上げます。 

 議案書の４７ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入予算内での款・項の区分及び該当区分ごとの金額のみの補正

となり、既定の歳入歳出の総額に変更はございません。 

 それでは、内容についてご説明を申し上げます。 

 ３款・国庫支出金、２項３目・保険者機能強化推進交付金、補正額２０８万９，

０００円は、国の平成３０年度予算の成立により、市町村の自立支援、重度化防止

等に関する取り組みを支援するために創設されたものでございます。 

 この交付金の使途につきましては、介護保険特別会計に充当し、地域支援事業等

の充実に活用し、高齢者の自立支援、重度化予防、介護予防等に必要な取り組みを

推進していくこととされております。 

 次に、８款・繰越金、１項１目・繰越金、補正額２０８万９，０００円の減額に

ついては、保険者機能強化推進交付金が歳入されたことによる財源振替を行ったも

のでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は増額、減額とも２０８万９，０００円で、総額につい

ては変更はございません。 

 以上で平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わら

せていただきます。 

 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 最初に、議案第１５号、平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第４号）を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号、平成３０年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号、平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第１号、平成３１年度東庄町一般会計予算から、日程第１２、議

案第８号、平成３１年度、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、以上、

８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成３１年度東庄町一般会計及び特別会計並びに事業会計、合わせて

８会計の予算をご審議いただくにあたりまして、予算の編成方針を申し上げます。 

 まず初めに、我が国の経済情勢についてですが、平成３１年１月の内閣府月例経

済報告によりますと、景気は穏やかに回復をしている。先行きについては、雇用、

所得環境の改善が続く中で、穏やかな回復が続くことが期待される。ただし、海外

経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。このようにさ

れております。 

 続いて、国の平成３１年度予算のポイントですが、消費税増収分を活用した社会

保障の充実、新経済財政再生計画に基づく歳出改革を基本として編成をされており

ます。 

 政府案における一般会計の予算規模は、１０１兆４，５７１億円、前年度と比べ

３兆７，４４３億円、３．８％の増となっております。 

 歳入のうち税収は前年度と比べ５．８％増の６２兆４，９５０億円、公債金は前

年度と比べ３．１％減の３２兆６，６０５億円となり、税収の伸びにより公債依存

度は低くなっております。 

 また、平成３１年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度においては、平成

３１年度の国内総生産は５６６兆１，０００億円、名目成長率は２．４％、実質成

長率は１．３％と見込まれております。 

 このような状況下の中で、当町の当初予算編成ですが、ハード事業として、学校
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給食センターの建設、統合小学校開設のための準備として、小学校大規模改修事業、

学童保育のための放課後児童クラブ建設などにより、一般会計の総額は前年度を１

４億４，７００万円上回る予算編成となっております。 

 その他、平成２９年度に策定をいたしました第６次東庄町総合計画や平成２７年

度に策定をいたしました東庄町総合戦略において、重点項目としている事業につい

て、積極的に展開してまいります。このうち東庄町総合戦略で重点項目としており

ます結婚、出産、子育ての分野では、子供、小学生、中学生、高校生等の医療費無

償化、給食費の全額補助を継続して行い、また新規事業としては、先程申し上げま

したけれども、放課後児童クラブの建設、５歳児について幼児教育、保育の無償化

を国に先駆けて４月から前倒しで実施をいたします。 

 大枠として、これらの計画に基づき、細部の予算編成にあたっては、各事業につ

いて経費節減を行い、健全な財政運営を目指す予算を推進してまいりました。 

 それでは初めに、議案第１号、平成３１年度一般会計予算の内容について申し上

げます。 

 一般会計予算の総額は６９億６，９００万円となり、前年度当初予算と比べます

と１４億４，７００万円、率では２６．２％の増となりました。 

 続いて、主な事業について申し上げます。 

 総務関係では、新規事業として、町制施行６５周年を記念した町勢要覧の作成に

取りかかります。また、地域人口分析を行います。 

 次に、民生関係では、放課後児童クラブ新設工事、オーシャンプラザの空調改修

工事、調理室の増改築工事を行います。 

 次に、環境関係でございますけれども、太陽光発電システムなどの住宅用省エネ

ルギー設備設置補助金や合併浄化槽設置補助金を引き続き措置してまいります。 

 次に、衛生関係で、高校生の年齢までの医療費の無料化、特定不妊治療費の助成、

各種予防接種事業の助成を引き続き計上いたしました。 

 その他、新規事業といたしまして、保健福祉総合センターの空調の改修、不育症

に関する助成を予算計上しております。 

 次に、商工関係でございますけれども、引き続き、雲井岬つつじ公園の拡張整備

工事を予算計上しております。 

 次に、農林関係では、次世代産地整備支援事業補助金、飼料用米等拡大支援事業
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補助金など、農業への補助を増額して行います。 

 次に、道路整備関係でございますが、安全安心なまちづくり事業として、利便性

の向上や安全な通行の確保のため、引き続き舗装事業等を実施してまいります。 

 次に、教育関係でございますが、冒頭にも申し上げましたとおり、学校給食セン

ターの建設、小学校の大規模改修を計上しております。 

 以上、主な事業について申し上げました。 

 また、歳入につきましては、国・県補助金、過疎対策事業債を有効に活用すると

共に、歳出の増加により不足する財源については財政調整基金の取り崩し等により

対応をいたします。 

 続きまして、議案第２号、平成３１年度東庄町国民健康保険特別会計予算につい

て申し上げます。 

 全体の予算規模は歳入歳出それぞれ１６億６，９４４万３，０００円で、前年度

比３，７４９万５，０００円、２．２％の減額予算となります。 

 減額の主な要因でございますが、保険税会計に伴う税収減を補うための基金積立

金の減額であります。 

 続きまして、議案第３号、平成３１年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億６，３４３万５，０００円で、前年度比で２

４７万９，０００円、１．５％の増額予算となります。 

 増額の主な要因でございますが、被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療広域連

合への納付金の増額であります。 

 続きまして、議案第４号、東庄町食肉センター特別会計予算について申し上げま

す。 

 食肉センターの収入の基本となります屠畜数は前年度と同じ９万３，０００頭を

見込み、歳入歳出で１億１，７４１万２，０００円となり、２９．９％の減額とな

っております。 

 一方、歳出では、施設指定管理者であります東庄町食肉センター事業協同組合に

支払う事業管理委託料等として、８，５２０万円、施設設備工事費として９００万

円、財政調整基金への積立として５０４万１，０００円、歳出総額も１億１，７４

１万２，０００円とするものでございます。 
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 続きまして、議案第５号、平成３１年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予

算について申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２６２万７，０００円と定めるもの

でございます。前年度と比較しますと、９５万７，０００円、４．４％の増と見込

んでおります。 

 増額の主な要因は、人件費の増によるものでございます。 

 続きまして、議案第６号、平成３１年度東庄町介護保険特別会計予算について申

し上げます。 

 平成３１年度は、第７期東庄町介護保険事業計画３ヶ年の２年目にあたります。

この計画に基づきまして、予算編成を行っております。 

 歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９，７９２万８，０００円と定

めるものでございます。 

 前年度と比較しますと、１３４万円、０．１％の減と見込んでおります。 

 減額の主たる要因でございますが、保険給付費の減によるものでございます。 

 続きまして、議案第７号、平成３１年度東庄町水道事業会計予算について申し上

げます。 

 初めに、業務の予定量といたしまして、年度末給水戸数４，１３５戸、年間総給

水量を１４８万８，０００立方メートルと見込み、予算編成を行いました。 

 収益的収入及び支出予算の収入では、４億５，５４９万３，０００円で、前年度

比１，０９９万５，０００円の増、支出では３億８，０３８万２，０００円で、前

年度比６５４万６，０００円の減となり、７，５１１万１，０００円の黒字編成と

なっております。 

 次に、資本的収入及び支出予算の収入では、２億１，１９０万５，０００円で、

前年度と比較しますと、支出では２億８，４８０万５，０００円、前年度と比較し

２億６，４２２万３，０００円の増額となっております。 

 なお、支出に対しまして収入が不足する額につきましては、内部留保資金等で補

填することとなっております。 

 続きまして、議案第８号、平成３１年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予

算について申し上げます。 

 業務の予定量でございますが、年間患者数、入院１万８，６６６人、外来で２万
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９，４１２人を見込み予算編成をしております。 

 収益的収支では、収入が１１億３８万６，０００円で、前年度比９５９万１，０

００円の増。支出が１０億９，５３５万１，０００円で、前年度比８０３万３，０

００円の増となり、５０３万５，０００円の黒字の編成となっております。 

 資本的収支につきましては、収入が１億４，８６６万１，０００円で、前年度比

１億１，０６５万９，０００円の増。支出が２億５，１４０万６，０００円で、前

年度比１億５，４２４万３，０００円の増となっております。 

 なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金をもって補填することとなっ

ております。 

 以上、８会計の新年度予算の編成につきまして、概要を申し上げました。 

 詳細につきましては、担当課長、事務長より説明をいたさせます。ご審議の上、

可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明の途中ですが、ここで暫時休憩とします。再開は午前１１時０５

分とします。 

（午前１０時５５分 休憩） 

（午前１１時０５分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 提案理由の説明を続けます。 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 私の方から、議案第１号、平成３１年度東庄町一般会計予算について、内容のご

説明を申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と聞

いておりますので、私からは概要のみを申し上げますので、あらかじめご了承をお

願いいただきたいと存じます。 

 それでは、お手元の参考資料によりご説明を申し上げますので、資料の１ページ

をお願いいたします。 
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 平成３１年度の歳入予算につきましては、款ごとに平成３０年度と比較し、その

構成比を示したものでございます。 

 歳入で大きく変更となりましたのは、まず９款に環境性能割交付金が新規で追加

となっております。これは自動車の取得にかかる税金につきまして、平成３１年９

月までは自動車取得税、１０月以降は環境性能割へと税制改正が行われることによ

り追加となります。従いまして、８款・自動車取得税交付金につきましては、３１

年度は半年分ということになります。 

 ９款・環境性能割交付金につきましては、県の試算に基づき、６３０万円を計上

しております。 

 次に、大きく増加したものが１５款・国庫支出金、前年度比で２億８，６２８万

２，０００円、７６．０％増の６億６，２７５万８，０００円を計上しております。 

 増額の主な要因は、給食センター建設の補助金及び小学校大規模改修の補助金に

よるものとなっております。 

 同様に大きく増加となっているのが、１９款・繰越金でございます。前年度より

３億４，０８１万９，０００円、２２３．６％増の４億９，３２３万５，０００円

となっております。財政調整基金の取り崩しが増額となっているためでございます。 

 また、２２款・町債につきましても、前年度比で７億２，０００万円、９２．１％

の大幅な増額となっておりまして、１５億２００万円を計上しております。ハード

事業の財源としての借り入れが増額の要因となっております。 

 続きまして、歳出予算について概略を申し上げますので、２ページをお願いいた

します。 

 増減の大きいものについてのみ申し上げます。 

 まず、３款・民生費ですが、１億５，３７２万２，０００円、９．９％増の１７

億３２３万６，０００円となっております。放課後児童クラブ新設工事による増額

でございます。 

 次に、４款・衛生費ですが、８，４５８万２，０００円、１１．１％増の８億４，

６８８万円となっております。 

 主な増額の要因は、保健福祉総合センターの空調設備改修工事、香取広域市町村

圏事務組合負担金、じん芥処理分の増によるものとなっております。 

 次に、９款・教育費ですが、学校給食センターの建設、小学校大規模改修などに



－111－ 

より、１２億４０７万８，０００円、１２６．４％の増の２１億５，６３７万４，

０００円となっております。 

 増額の大きいものは以上となりますが、右側の円グラフは目的別歳出予算の款ご

との構成比を表したものでございます。後ほどご参照いただければと思います。 

 次のページ、３ページにつきましては、歳出予算について、性質別ごとに前年度

と比較したものでございます。最も増減の大きいものは、２項目目の投資的経費の

普通建設事業となります。補助事業は給食センター建設工事、小学校大規模改修事

業、放課後児童クラブなどを実施することなどにより、１６億４，５５９万３，０

００円の増額となり、単独事業は前年度予算計上されておりませんでした中学校駐

輪場整備事業などの影響で３億３，３８６万６，０００円の減となっております。 

 また、１項目目の消費的経費のうち①の人件費ですが、こども園開設による任期

つき職員が４名増加したことなど、前年度比で４，０５５万８，０００円の増額と

なっております。②の物件費は、給食方式の変更に対応した物品の購入などにより、

４，４１３万６，０００円の増額。④の扶助費では、保育事業委託料の増により３，

０９８万６，０００円の増額。⑤の補助費等では、香取広域市町村圏事務組合じん

芥処理分負担金の増額により、３，９７９万円の増額となっております。 

 以上、性質別歳出予算の主だったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算につ

いて、４ページで節別、そして５ページでは性質別の歳出予算を款ごとに表にした

ものでございます。後ほどご参照いただければと存じます。 

 それでは６ページをお願いいたします。 

 ここでは町全体の予算規模についてご説明いたします。左の表では、一般会計を

初め、全８会計の予算につきまして、前年度予算と比較して増減額並びに増減率を

記載してございます。 

 ８会計の総額は、１２３億５，１７８万２，０００円となりまして、前年度と比

較しますと１７億８，１５７万１，０００円、１６．９％の増となっております。 

 また、右の表は、一般会計から特別会計や企業会計への繰出金を表にしたもので

ございます。７会計のうち６会計に繰り出しを行っており、総額は６億３，７５０

万４，０００円となり、前年度と比較しますと９６９万６，０００円、１．５％の

減となっております。 
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 次に、７ページの表は、一般会計における一部事務組合などに対します負担の状

況を前年度と比較して示したものでございます。総額は６億２，２３１万６，００

０円で３，７１０万８，０００円、６．３％の増となっております。 

 また、８ページから１０ページにかけましては、一部事務組合の平成３１年度事

業概要となっております。 

 次に１１ページから１４ページでは、平成３１年度予算に盛り込んだ課ごとの主

要な事業についての一覧となっておりますので、予算書と併せてご参照いただきた

いと存じます。 

 これで参考資料を終わらせていただきまして、次に、予算書の１ページをお願い

いたします。 

 ただいままでは一般会計予算の第１条の歳入歳出予算について申し上げましたが、

これからは第２条以下についてご説明をいたします。第２条以下につきましては、

地方自治法の規定に基づいて定めるものでございます。 

 第２条は、債務負担行為でございまして、債務を負担することについて定めるも

のでございます。 

 第３条は、地方債でございまして、起こすことが出来る地方債について定めるも

のとなっております。 

 第４条で一時借入金でございますが、年度内において歳計現金に不足が生じた場

合、その支払資金の不足を補うため、借り入れの出来る最高額を定めるもので、そ

の額を２億円とする内容でございます。 

 第５条は、歳出予算の流用でございまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することが出来る場合を規定しております。 

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費、ただし賃金にかかる共済費は除かれ

ますが、これらにかかる予算額に過不足を生じた場合において、同一款内でこれら

の経費の各項の間の流用が出来ると定めているものでございます。 

 以上で平成３１年度東庄町一般会計予算の内容説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 町民課長、伊藤雅晃君。 

町民課長（伊藤雅晃君） 
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 それでは、議案第２号、平成３１年度東庄町国民健康保険特別会計予算について、

ご説明を申し上げます。 

 お手元の予算参考資料を使って概略を説明させていただきますので、参考資料の

１５ページをご覧ください。 

 初めに歳入です。 

 歳入合計額は１６億６，９４４万３，０００円。前年度と比較いたしますと、３，

７４９万５，０００円、２．２％の減額予算でございます。 

 主な減額の要因は、保険税改定による税額の減及び繰入金の減によるものです。 

 円グラフをご覧ください。歳入の主なものは、国民健康保険税と県支出金で全体

の８７．１％を占めております。 

 それでは、表を使ってご説明いたします。 

 １款・国民健康保険税は、４億６３７万３，０００円で、対前年度比４，７４４

万８，０００円、１０．５％の減額となっております。減額の要因は、保険税の資

産割廃止によります税率改定及び被保険者数の減少による課税減額によるものです。 

 ２款・一部負担金は４，０００円で、項目の設定のみで、前年度同額です。 

 ３款・使用料及び手数料は、９万５，０００円。前年度同額を見込みました。こ

れは保険税の督促状にかかる手数料で、１件５０円、１，９００件分でございます。 

 ４款・国庫支出金は２，０００円で、項目の設定のみです。これは被保険者の資

格管理の更なる効率化、適正化を図るため、国民健康保険システムの改修を予定し

ており、その費用として、国の補助金が交付されるためのものです。 

 詳細は、４月以降に示されるため、項目の設定のみといたしました。なお、改修

経費は歳出において補正予算で対応いたします。 

 ５款・県支出金は、１０億４，７４５万８，０００円で、対前年度比１，６０７

万３，０００円。１．６％の増額でございます。 

 増額の要因は、主に保険給付費の増額に伴う、普通交付金の増額でございます。

これは平成３０年度の保険給付費が前年度に比べ増加しており、それを反映しての

増額となります。 

 ６款・財産収入は、１万１，０００円で、財政調整基金の預金利子を見込んだも

のでございます。 

 ７款・繰入金は、２億７０８万円で、対前年度比７５６万５，０００円、３．５％
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の減額でございます。 

 これは、一般会計繰入金のうち、主に保険基盤安定繰入金及び職員給与費等繰入

金が減額になったことによるものです。保険基盤安定制度とは、被保険者の保険税

の軽減額分を公費で補填する制度であり、被保険者数の減少が減額の要因でござい

ます。 

 また、職員給与費等につきましては、職員の新陳代謝に伴う減額でございます。 

 ８款・繰越金は、科目の設定のみでございます。 

 ９款・諸収入は８４１万８，０００円で、対前年度比１４４万７，０００円、２

０．８％の増額でございます。 

 主な増額の要因は、後期高齢者の健康診査受診者増加による受託料の増額及び交

通事故による第三者納付金の増額でございます。 

 １０款・町債は、科目の設定のみでございます。これは万が一、保険税収入が不

足して、県への納付金の支払いが困難に陥った時、県から財政安定化基金の貸し付

けを受けた際の受け口となるものであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 １６ページをご覧ください。 

 歳出の総額は、１６億６，９４４万３，０００円で、歳入と同額でございます。 

 円グラフをご覧ください。 

 歳出の主なものは、保険給付費と国民健康保険事業費納付金で、全体の９３．８％

を占めております。 

 それでは、表を使ってご説明いたします。 

 １款・総務費は、４，００５万４，０００円で、対前年度比２万１，０００円、

０．１％の減額でございます。 

 主な内容としては、事務職員３人分の人件費を含めた一般管理費及び保険税の賦

課徴収に要する経費でございます。 

 ２款・保険給付費は、１０億６，９２１万３，０００円で、対前年度比１，２６

２万６，０００円、１．２％の増額でございます。 

 主な内容といたしましては、療養諸費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費

等で、平成３０年度の実績見込みをもとに被保険者数の減少を加味して推計いたし

ました。 
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 ３款・国民健康保険事業費納付金は、４億９，６３９万３，０００円で、対前年

度比２，０５９万５，０００円、４．３％の増額です。これは千葉県が算定した東

庄町としての納付金でございます。平成３０年度の医療費が増加していることが増

加の要因であります。 

 なお、各市町村の納付金を財源に千葉県は保健医療機関に支払う費用として、各

市町村に普通交付金と特別交付金を交付することになります。 

 ４款・共同事業拠出金は５万円で、前年度と同額でございます。これは退職者医

療共同事業拠出金であり、退職者年金受給権者一覧表の作成費に関わる拠出金でご

ざいます。 

 ５款・保険事業費は５，４９０万６，０００円で、対前年度比９９万８，０００

円、１．８％の減額です。主な内容としては、特定健康診査及び特定保健指導の委

託経費並びに保健衛生係事務職員３人分の人件費、そして人間ドック委託料等でご

ざいます。主な減額の要因は、職員の新陳代謝に伴う人件費の減でございます。 

 ６款・基金積立金は、１万１，０００円で、対前年度比７，０００万５，０００

円。１００％の減額でございます。これは保険税の資産割を廃止したための税収減

及び被保険者減少による税収並びに事業費納付金の増額を賄うため、基金の積立を

当初予算に計上しないことによるものです。 

 ７款・公債費については、科目の設定のみでございます。 

 ８款・諸支出金は、３８１万５，０００円で、対前年度比１９０万８，０００円、

１００．１％の増額です。主な内容は、保険税の過誤納還付金１２５万円と東庄病

院への繰出金２５６万円でございます。 

 主な増額の要因といたしましては、東庄病院への繰出金１６６万円の増額による

ものです。これは東庄病院において国保調整交付金の直営診療施設整備分事業を活

用して、超音波診断装置を購入する際の交付金を国保会計の歳入で受け入れた後に

東庄病院に繰出金として繰り出すものでございます。 

 ９款・予備費は、５００万円で、対前年度比１６０万円、２４．２％の減額でご

ざいます。 

 なお、１７ページには年度別の医療費の推移を掲載してございますので、後ほど

ご覧いただきたいと存じます。 

 以上で平成３１年度国民健康保険特別会計予算の説明を終わりにいたします。 
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 続きまして、議案第３号、平成３１年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて、ご説明申し上げます。 

 予算参考資料の１８ページをご覧ください。 

 後期高齢者医療の平成３１年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億６，３４３

万５，０００円、前年度比２４７万９，０００円、１．５％の増額を見込みました。 

 歳入からご説明申し上げます。 

 １款・保険料、１億１，５６２万４，０００円は、前年度比１６６万円、１．５％

の増額、歳入全体の７０．８％を占めています。増額の主な要因は、被保険者数の

増加によるものです。 

 ２款・使用料及び手数料、７，０００円は、督促手数料でございます。過去５年

間の実績の平均額を見込みました。 

 ３款・繰入金、４，７０９万４，０００円は、前年度比８０万２，０００円、１.

７％の増額でございます。これは保険基盤安定制度に関わる繰入金で、県と町分を

含んだ額でございます。 

 ４款・繰越金は、節の設定のみでございます。 

 ５款・諸収入、７０万９，０００円は、前年度比２万円、２．９％の増額でござ

います。 

 次に、歳出でございますが、１款・総務費、１９３万円は、前年度比１３万３，

０００円、７．４％の増額でございます。システム関係などの一般管理費及び徴収

費の経費を見込んでおります。増額の要因は、今まで一般会計で支出していた随時

分保険証及び随時分納入通知書の郵便料を後期高齢者医療特別会計で計上したため

でございます。 

 ２款・納付金は、１億６，１０５万４，０００円、前年度比２３４万６，０００

円、１．５％の増額でございます。これは千葉県後期高齢者医療広域連合に納付す

る納付金で、歳入における保険料及び基盤安定に係る繰入金を合わせた額でござい

ます。増額の要因は、被保険者数の増加によるものでございます。 

 ３款・諸支出金の２５万１，０００円は、前年度同額でございます。過誤納還付

金及び国庫返納金等でございます。 

 ４款・予備費、２０万円は、前年度同額でございます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わりにいたします。よろしくお
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願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第４号、平成３１年度東庄町食肉センター特別会計予算について、

説明をいたします。 

 予算参考資料の１９ページをお願いいたします。 

 平成３１年度のと畜処理頭数は９万３，０００頭を見込み、平成３０年度と同じ

頭数の事業量を見込んでおります。 

 歳入より説明をいたします。 

 項目１の営業収益は、１０月１日からの消費税増税分を考慮し、①解体処理施設

使用料は、４月から９月までを１頭当たり９１８円で４万３，０００頭を見込み、

３，９４７万４，０００円、１０月から翌年３月までを１頭当たり９３５円で５万

頭を見込み、４，６７５万円、合計すると９万３，０００頭で、８，６２２万４，

０００円。②冷蔵庫使用料は、４月から９月までを１頭当たり、１日９７円２０銭

で、平均使用日数を１．４日とし４万２，７８５頭を見込み、５８２万２，０００

円。１０月から翌年３月までを１頭当たり９９円で、同様の使用日数で４万９，７

５０頭を見込み、６８９万５，０００円。合計すると９万２，５３５頭で、１，２

７１万７，０００円。③ボイル室使用料は、４月から９月までを１頭当たり９７円

２０銭で３万８，７００頭を見込み、３７６万１，０００円。１０月から翌年３月

までを１頭当たり９９円で４万５，０００頭を見込み、４４５万５，０００円。合

計すると８万３，７００頭で８２１万６，０００円を計上し、料金収入として１億

７１５万７，０００円を見込んでおり、平成３０年度と比較しまして１０５万６，

０００円の増額、率にして１％の増となっております。 

 次に、項目２の繰越金は１，０２１万２，０００円を見込み、前年度との比較で

は８０５万円の減額、率にして４４．１％の減となっております。繰越金の減額の

主な理由としましては、３０年度に実施した冷却設備更新工事の補助金による支出

によるものでございます。 

 次に、項目３の財産収入ですが、財政調整基金預金利子として４万１，０００円

を見込み、前年度と比較して１万１，０００円の増額、率にして３６．７％の増と
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なっております。 

 次に、項目４の諸収入については、歳計金預金利子及び雑入の受け入れ項目とし

て２，０００円を計上いたしました。 

 次に、項目５の繰入金につきましては、平成３０年度は冷却設備更新の補助金と

して計上しておりましたが、平成３１年度は財政調整基金の取り崩しの必要なく０

円となっております。 

 次に、歳入合計は１億１，７４１万２，０００円で、前年度と比較して４，９９

８万３，０００円の減額、率にして２９．９％の減となっております。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。 

 項目１の営業費用、①委託料ですが、食肉センター施設指定管理者、東庄町食肉

センター事業協同組合に支払う委託料と施設整備工事監理業務委託料で、前年度比

較で１２０万円増額の８，５２０万円を計上するものです。これは１０月１日から

消費税増額の影響を受ける電気代や水道代などの支払いが一月分当たり１０万円の

増額を見込んだものとし、６０万円、施設整備工事監理業務委託料として６０万円

を計上するものです。②工事請負費は平成３１年度予定分の食肉センターフェンス

設置工事費として８００万円と排水管改修工事費として１００万円、合計９００万

円を計上するものです。③補助金につきましては、歳入の５、繰入金と同じ理由に

より平成３１年度は０円となっております。 

 次に、項目２の積立金ですが、食肉センター特別会計財政調整基金として５０４

万１，０００円を計上しました。前年度と比較しまして、１，４９５万９，０００

円の減額、率にして７４．８％の減額となっております。積立金の減額の主な理由

としましては、項目１の②で説明した施設整備工事などを予定しているためでござ

います。 

 次に、項目３の繰出金ですが、一般会計への繰出金で１，０００万円を計上いた

しました。前年度と同額となっております。 

 項目４の予備費は、５５６万８，０００円を見込み、前年度と比較しまして２２

２万６，０００円の減額、率にして２８．６％の減となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億１，７４１万２，０００円とするものでござい

ます。 

 以上で、食肉センター特別会計の予算説明を終わります。よろしくお願いいたし
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ます。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、議案第５号、平成３１年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

についてご説明を申し上げます。 

 予算参考資料の２０ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入からご説明いたします。 

 １款・事業収入は、１，３２２万７，０００円で、右側の円グラフにありますよ

うに、歳入全体の５８．５％を占めております。前年度比２７万３，０００円、２．

１％の増を見込んでおります。増額の要因は、介護給付費収入の増を見込んでいる

ことによるものでございます。 

 ２款・繰入金は、４８９万８，０００円で、前年度比６８万４，０００円、１６．

２％の増を見込んでおります。これは歳入の不足分を一般会計からの繰入金で補う

ものでございます。 

 ３款・繰越金は、前年度繰越金として４５０万円、前年度と同額を見込んでおり

ます。 

 ４款・諸収入２，０００円につきましては、歳計金預金利子等を計上しておりま

す。 

 以上、歳入合計は２，２６２万７，０００円、前年度比９５万７，０００円、４．

４％の増となっております。 

 続いて、歳出についてご説明を申し上げます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 １款・事業費は、２，２５２万７，０００円で、右側の円グラフにありますよう

に、歳出全体の９９．６％を占めております。前年度比９５万７，０００円、４．

４％の増を見込んでおります。事業費の主なものは職員３名分の人件費等でござい

ます。 

 ２款・予備費は、前年度と同額の１０万円を計上しております。 

 以上、歳出合計は、歳入と同額の２，２６２万７，０００円、前年度比９５万７，

０００円、４．４％の増となっております。 
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 なお、下段の表には平成２６年度から平成３０年度１２月までの年度別利用実績

を記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上で、平成３１年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、議案第６号、平成３１年度東庄町介護保険特別会計予算についてご

説明申し上げます。 

 予算参考資料の２２ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 １款・保険料につきましては、３億８２１万１，０００円、前年度比１０３万２，

０００円、０．３％の増を見込んでおります。これは６５歳以上の第１号被保険者

の保険料でございます。 

 ３款・国庫支出金、４款・支払基金交付金、５款・県支出金につきましては、保

険給付及び地域支援事業に要する費用の負担であり、介護保険法により負担割合が

定められております。 

 ３款・国庫支出金は、３億１，１２８万３，０００円で、前年度比３７１万４，

０００円、１．２％の減を見込んでおります。 

 ４款・支払基金交付金、これは第２号被保険者の保険料分としての社会保険診療

報酬支払基金からの交付金で、３億６，３１１万３，０００円、前年度比５２万５，

０００円、０．１％の減を見込んでおります。 

 ５款・県支出金は、１億９，６９６万２，０００円で、対前年度比１２４万７，

０００円、０．６％の減を見込んでおります。 

 ７款・繰入金は、一般会計及び介護保険準備基金積立金からの繰入金として、２

億１，６５０万円、前年度比４４５万円、２．１％の増を見込んでおります。一般

会計繰入金につきましては、介護給付費・地域支援事業費の介護保険法で負担割合

が規定されている繰入分と、職員人件費等の繰入分でございます。また、介護給付

費準備基金積立繰入金につきましては、保険給付費の不足分を繰り入れるものでご

ざいます。 

 ８款・繰越金は、前年度繰越金として、１１３万６，０００円、前年度比１２９

万９，０００円、５３．３％の減を見込んでおります。 

 以上、歳入合計は１３億９，７９２万１，０００円、対前年度比１３４万円、０．
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１％の減となっております。 

 次に、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 １款・総務費は、４，１１０万５，０００円で、前年度比１７７万４，０００円、

４．５％の増を見込んでおります。職員人件費、介護認定審査会費等が主なもので、

増額の主な要因は人件費及び介護認定審査会費の増によるものでございます。 

 ２款・保険給付費、１３億４４３万５，０００円は、右側の円グラフにあります

ように、歳出全体の９３．３％を占めております。前年度比１７２万２，０００円、

０．１％の減を見込んでおります。要介護１から５の方が利用する居宅介護サービ

ス及び施設介護サービス、要支援１、２の方が利用する各種介護予防サービスなど

の給付に要する費用でございます。 

 ３款・地域支援事業費は、５，０７２万７，０００円、前年度比１３５万５，０

００円、２．６％の減を見込んでおり、予防相当の通所介護及び訪問介護の給付費、

介護予防事業や任意事業などに要する経費でございます。 

 ６款・予備費につきましては、前年度と同額の１００万円を計上しております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の１３億９，７９２万１，０００円、前年度比１３

４万円、０．１％の減となっております。 

 なお、２４ページにつきましては、平成２６年度から平成３０年度までの第１号

被保険者数、要介護・要支援認定者数、サービスの受給者数を記載しておりますの

で、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上で、平成３１年度東庄町介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第７号、平成３１年度東庄町水道事業会計予算について、内容の

説明を申し上げます。 

 予算参考資料の２５ページをお願いいたします。 

 初めに、平成３１年度水道事業の業務の予定量についてでございます。年度末給

水戸数４，１３５戸、年間総給水量１４８万８，０００立方メートル、１日平均給
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水量４，０６５立方メートル、普及率８４．９％を見込み、予算編成をいたしまし

た。 

 次に、右上の２、水道事業会計予算状況をご覧ください。 

 収益的収入及び支出予算の収入では、４億５，５４９万３，０００円、支出では

３億８，０３８万２，０００円、収支差し引きで７，５１１万１，０００円の純利

益となっております。 

 次に表をご覧ください。 

 収益的収入のうち営業収益では３億６，４７３万４，０００円で、前年度との比

較で１，１０２万４，０００円の増となっております。給水量の増加が見込まれる

ことから、給水収益が１，１００万円の増となり、３億５，７００万円で、全体の

７８．４％を占めております。また、営業外収益では９，０７５万８，０００円で、

前年度と比較し２万９，０００円の減となっております。 

 一般会計補助金４，５００万円は、５００万円の減。県補助金は３，５００万円

で５００万円の増となっております。 

 次に、収益的支出のうち営業費用は３億７，２１０万４，０００円で、前年度と

比較して７３６万５，０００円の減、率にして１．９％の減となっております。こ

の内容でございますが、受水費が２億４，０００万円で、前年度と比較し１，６０

０万円の減。全体の６３．１％を占めています。減価償却費については５，４６９

万６，０００円で、１９万４，０００円の減。人件費につきましては２，７３６万

４，０００円で、職員の異動などにより６５万８，０００円の減となっております。

その他営業費用につきましては５，００４万４，０００円で、前年度と比較して９

４８万７，０００円の増となっており、減圧弁の交換、小南配水場の窓ガラスの修

繕工事等によるものでございます。 

 次に、営業外費用は８０７万７，０００円で、前年度と比較して８１万９，００

０円の増、率で１１．３％の増となっております。この内容につきましては、消費

税の増額によるものでございます。 

 続きまして、２６ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出予算についてご説明を申し上げます。 

 資本的収入につきましては、２億１，１９０万５，０００円、支出では２億８，

４８０万５，０００円、収支差し引きで７，２９０万円の不足となり、この収支不
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足額は消費税等収支調整額２，５１５万円、過年度分損益勘定留保資金４，７７５

万円で補填するものでございます。 

 次に、下のグラフをご覧ください。グラフの上段、資本的収入の内訳でございま

すが、新堀配水場低区配水池更新工事に係る企業債が２億７００万６，０００円、

補助金が４８９万９，０００円となっております。グラフの下段、支出の内訳でご

ざいますが、建設改良費が２億６，０５４万２，０００円で、全体の９１．５％を

占めております。内容につきましては、新堀配水場低区配水池更新工事などで２億

１，７４４万４，０００円、配水管更新工事で３，０００万円を計上いたしました。 

 固定資産取得費１，６６０万円につきましては、主なものとしまして、新堀配水

場高区配水池の受水側に新たに仕切弁を設置する工事等で、１，６００万円を計上

いたしました。 

 企業債償還金７６６万３，０００円につきましては、企業債の元金の償還でござ

います。 

 以上で、平成３１年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。よ

ろしくご審議のほど、お願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 病院事務長、寺嶋利和君。 

病院事務長（寺嶋利和君） 

 それでは、議案第８号、平成３１年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算

について、内容をご説明申し上げます。予算参考資料の２７ページをお願いいたし

ます。 

 まず、業務予定量ですが、病床数は８０床、年間診療日数は、入院が３６６日、

外来が２６４日を予定しております。年間患者数は入院が１万８，６６６人、１日

平均５１人。前年度と比較をいたしまして３１４人、１．７％の減。外来は２万９，

４１２人、１日平均１１１．４人。前年度と比較をいたしまして５７６人、２％の

増を見込んでおります。以上の業務予定量に基づきまして、平成３１年度の収益的

収支の予算編成をしております。 

 初めに、収益的収入でありますが、医業収益は９億４，２１８万７，０００円、

前年度比１，７６３万１，０００円、１．９％の増を見込んでおります。 

 医業収益の内訳でありますが、入院収益は１億６，８００万円、前年度比２０９
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万円、１．２％の減。外来収益は４億９，８００万円、前年度比９６２万４，００

０円、２％の増。室料差額、各種検診、予防接種、一般会計負担金などのその他医

業収益は８，７６４万円、前年度比７１９万７，０００円、８．９％の増。介護保

険事業収益は１億８，８５４万７，０００円、前年度比２９０万円、１．６％の増

となります。 

 次に、医業外収益でありますが、１億５，８０９万９，０００円、前年度比８０

４万円、４．８％の減を見込んでおります。医業外収益の内訳でありますが、一般

会計からの負担金交付金は１億１，５２５万６，０００円で、前年度比２６８万９，

０００円、２．３％の減。長期前受金戻入金は４，０２９万３，０００円、前年度

比５５３万１，０００円、１２．１％の減。その他医業外収益等は２５５万円、前

年度比１８万円、７．６％の増となります。 

 特別利益につきましては、前年度と同額の１０万円を見込んでおります。 

 医業収益、医業外収益、特別利益を合わせました収益的収入は、１１億３８万６，

０００円、前年度比９５９万１，０００円、０．９％の増を見込んでおります。 

 続きまして、収益的支出でありますが、医業費用は１０億７，１６３万８，００

０円、前年度比９７１万７，０００円、０．９％の増を見込んでおります。 

 医業費用の内訳でありますが、職員４７名分の給料及び手当、臨時職員２３名分

及び非常勤医師の賃金等の給与費は５億１，９１１万６，０００円、前年度比１，

４２０万３，０００円、２．８％の増。薬品費、診療材料費等の材料費は３億７３

０万円、前年度比で３１０万円、１％の減。光熱水費、修繕費、賃借料、委託料等

の経費は１億９，１１６万５，０００円、前年度比８８０万円、４．８％の増。減

価償却費は５，０４８万７，０００円、前年度比１，０１８万６，０００円、１６．

８％の減。その他医業費用は３５７万円で、前年度と同額となります。 

 続きまして、医業外費用ですが、２，１６１万３，０００円、前年度比１６８万

４，０００円、７．２％の減を見込んでおります。医業外費用の内訳でありますが、

企業債利息等の支払利息は１，６２２万１，０００円、前年度比１８７万９，００

０円、１０．４％の減。その他医業外費用等は５３９万２，０００円、前年度比１

９万５，０００円、３．８％の増となります。 

 特別損失は、前年度と同額の１０万円を見込んでおります。予備費につきまして

も、前年度と同額の２００万円を見込んでおります。 
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 医業費用、医業外費用、特別損失、予備費を合わせました収益的支出は、１０億

９，５３５万１，０００円、前年度比８０３万３，０００円、０．７％の増を見込

んでおります。 

 以上のように、収益的収支は、収益的収入が１１億３８万６，０００円、収益的

支出が１０億９，５３５万１，０００円で、収支差し引き５０３万５，０００円の

黒字の予算編成となります。 

 右側の円グラフでございますが、ただいま説明をさせていただきました収益的収

入、支出について、内訳の構成割合を表したものであります。 

 収益的収入では、入院収益、外来収益、介護保険事業収益で全体の７７．７％を

占めております。 

 収益的支出では、給与費、材料費、経費で、全体の９２．９％を占めております。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。 

 資本的収支の予算ですが、資本的収入は１億４，８６６万１，０００円で、前年

度比１億１，０６５万９，０００円の増、資本的支出は２億５，１４０万６，００

０円で、前年度比１億５，４２４万３，０００円の増を見込んでおります。収支差

し引きで１億２７４万５，０００円の不足となっておりますが、この不足額につき

ましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５７万４，０００円と、

過年度分損益勘定留保資金１億２１７万１，０００円で補填するものでございます。 

 次に、棒グラフで、資本的収支の構成割合を示してございます。資本的収入では、

企業債が１億９００万円で、７３．３％。一般会計からの出資金が３，９６６万円

で２６．７％となっております。 

 資本的支出では、建設改良費が１億６，１２２万４，０００円で、６４．１％、

企業債償還金が７，４１８万２，０００円で２９．５％、奨学資金貸付金が１，６

００万円で６．４％となっております。主な建設改良費でありますが、器具備品購

入費として、医療情報システム、超音波画像診断装置、工事費といたしまして、空

調設備更新工事を予定しております。 

 以上で説明を終わります。なお、予算の詳細につきましては、予算決算常任委員

会で説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりました。 
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 ただいま議題となっております、議案第１号から議案第８号までについては、会

議規則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に

審査の付託をします。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時からとします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１３、陳情第１号、後期高齢者の窓口負担の原則１割負担の継続を求める

陳情から、日程第１５、陳情第３号、「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の

地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情まで、以上

３案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 この陳情は、会議規則第９４条の規定によりお手元の付託表のとおり所管の常任

委員会に審査の付託をします。 

 日程第１６、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、３月７日から１４日までの８日間を休会としたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、３月７日から１４日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ３月１５日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。 
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 ご苦労さまでした。 

（午後 １時１３分 散会） 


